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(57)【要約】
【課題】挿入部の先端硬性部に処置具導出口を設けると
ともに、挿入部前方の視野を確保しながら広範囲な超音
波画像を得る。
【解決手段】先端硬性部１１には、該挿入部前方を観察
する観察光学系（イメーと、前記挿入部長手軸方向に対
して垂直方向に超音波を送受信する超音波送受信手段
（超音波探触子５０）と、が設けられている。先端硬性
部１１は、超音波を透過する部材で形成され、前記超音
波送受信手段を内包する超音波送受信窓部（先端キャッ
プ２０）と、この超音波送受信窓部に並設され、前記観
察光学系を内蔵する支持部８０と、この支持部８０の先
端側に設けられ、前記超音波送受信窓部と支持部８０と
を係合する先端カバー４０と、を備え、前記処置具導出
口１４１を前記支持部８０よりも基端側に設けている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  挿入部の前方の観察対象を観察する観察
窓を挿入部先端面に設け、前記挿入部長手方向に対して
垂直方向に超音波を送受信する超音波送受信手段を前記
観察光学窓の基端側に配設し、前記観察対象に処置を加
えるための処置具を前記挿入部から突沈させるための処
置具導出口を前記超音波送受信手段の基端側に前記超音
波送受信手段から離間させて設けたことを特徴とする超
音波内視鏡。
【請求項２】  挿入部の先端硬性部に、該挿入部前方を
観察する観察光学系と、処置具を突没させる処置具導出
口と、前記挿入部長手軸方向に対して垂直方向に超音波
を送受信する超音波送受信手段とを設けた超音波内視鏡
において、
超音波を透過する部材で形成され、前記超音波送受信手
段を内包する超音波送受信窓部と、
この超音波送受信窓部に並設され、前記観察光学系を内
蔵する支持部と、
この支持部の先端側に設けられ、前記超音波送受信窓部
と支持部とを係合する先端カバーと、
を備え、前記処置具導出口を前記支持部よりも基端側に
設けたことを特徴とする超音波内視鏡。
【請求項３】  挿入部の先端硬性部に、該挿入部前方を
観察する観察光学系と、処置具を突没させる処置具導出
口と、前記挿入部長手軸方向に対して垂直方向に超音波
を送受信する超音波送受信手段とを設けた超音波内視鏡
において、
超音波を透過する部材で形成され、前記超音波送受信手
段を内包する超音波送受信窓部と、
この超音波送受信窓部に並設され、前記観察光学系を内
蔵する支持部と、
この支持部の先端側に設けられ、前記超音波送受信窓部
と支持部とを係合する先端カバーと、
を備え、前記処置具の突没方向が前記挿入部長手軸に略
平行で、突出した前記処置具が前記超音波送受信手段の
超音波走査範囲と交差する位置に処置具導出口を設けた
ことを特徴とする超音波内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、挿入部の先端硬性
部に観察光学系と処置具導出口と超音波送受信手段とを
設けた超音波内視鏡に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来、挿入部の先端硬性部に観察光学系
と超音波内視鏡を設けた超音波内視鏡が実用化されてい
る。このような超音波内視鏡の一例として、特開昭６１
－１６８３３７公報では、体腔内への挿入部の先端を、
挿入部側方の視野方向を持つ内視鏡部と超音波送受信走
査部とで構成した超音波内視鏡が記載されている。
【０００３】このような光学的な視野方向が挿入部側方
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となる超音波内視鏡では、３６０°の広い範囲の超音波
像が得られるが、挿入部を体腔内に挿入する場合、内視
鏡部の視野が挿入方向を正面視できな方向にあるため、
狭窄部や管腔臓器深部へ挿入する場合、時間がかかり、
挿入を円滑に行えなかった。
【０００４】これに対し、特開平１－３００９３８公報
では、体腔内への挿入部の先端に、挿入部前方の視野方
向を持つ観察光学系を設けた直視型の超音波内視鏡が開
示されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】このような従来の光学
的な視野方向が挿入部前方となる超音波内視鏡では、超
音波探触子の側方に観察光学系支持部材と処置具等を導
出するための吸引チャンネルとを配置しているため、走
査範囲が狭かった。
【０００６】本発明は、上記事情に鑑みてなされたもの
であり、挿入部の先端硬性部に処置具導出口を設けると
ともに、挿入部前方の視野を確保しながら広範囲な超音
波画像を得ることができる超音波内視鏡の提供を目的と
する。
【０００７】
【課題を解決するための手段】本発明の請求項１に記載
の超音波内視鏡は、挿入部の前方の観察対象を観察する
観察窓を挿入部先端面に設け、前記挿入部長手方向に対
して垂直方向に超音波を送受信する超音波送受信手段を
前記観察光学窓の基端側に配設し、前記観察対象に処置
を加えるための処置具を前記挿入部から突沈させるため
の処置具導出口を前記超音波送受信手段の基端側に前記
超音波送受信手段から離間させて設けたことを特徴とす
る超音波内視鏡。
【０００８】本発明の請求項２に記載の超音波内視鏡
は、挿入部の先端硬性部に、該挿入部前方を観察する観
察光学系と、処置具を突没させる処置具導出口と、前記
挿入部長手軸方向に対して垂直方向に超音波を送受信す
る超音波送受信手段とを設けた超音波内視鏡において、
超音波を透過する部材で形成され、前記超音波送受信手
段を内包する超音波送受信窓部と、この超音波送受信窓
部に並設され、前記観察光学系を内蔵する支持部と、こ
の支持部の先端側に設けられ、前記超音波送受信窓部と
支持部とを係合する先端カバーと、を備え、前記処置具
導出口を前記支持部よりも基端側に設けたことを特徴と
する。
【０００９】本発明の請求項３に記載の超音波内視鏡
は、挿入部の先端硬性部に、該挿入部前方を観察する観
察光学系と、処置具を突没させる処置具導出口と、前記
挿入部長手軸方向に対して垂直方向に超音波を送受信す
る超音波送受信手段とを設けた超音波内視鏡において、
超音波を透過する部材で形成され、前記超音波送受信手
段を内包する超音波送受信窓部と、この超音波送受信窓
部に並設され、前記観察光学系を内蔵する支持部と、こ
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の支持部の先端側に設けられ、前記超音波送受信窓部と
支持部とを係合する先端カバーと、を備え、前記処置具
の突没方向が前記挿入部長手軸に略平行で、突出した前
記処置具が前記超音波送受信手段の超音波走査範囲と交
差する位置に処置具導出口を設けたことを特徴とする。
【００１０】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面
を参照して説明する。図１及び図２は本発明の第１の実
施の形態に係り、図１は超音波診断装置の概略構成を示
す説明図、図２は超音波内視鏡の先端硬性部を示す斜視
図である。まず、図１を用いて説明する。
【００１１】図１に示すように超音波内視鏡システム
は、超音波診断装置として挿入部１０の先端硬性部１１
の超音波送受信部に超音波探触子を設けた超音波内視鏡
１と、この超音波内視鏡１に設けられている照明光学系
に照明光を供給する図示しない光源部や超音波探触子か
ら伝送される電気信号を画像信号に処理する信号処理部
等を備えた超音波観測装置３と、この超音波観測装置３
で生成された画像信号を表示するモニタ４と、このモニ
タ４に表示された画像を記録するビデオ装置やビデオプ
リンタからなる画像記録装置５で主に構成されている。
【００１２】超音波内視鏡１は、体腔内に挿入される可
撓性を有する挿入部１０と、挿入部１０の基端部に連結
された把持部を兼ねた主操作部６０と、主操作部６０の
後端に設けられ接眼部７を備え内部に図示しないサーボ
モータ等の回転駆動源を配設した副操作部７０と、主操
作部６０の側部から延出して基端部に図示しない光源部
に着脱自在に接続される光源用コネクタ８１を備えた光
源ケーブル８と、副操作部７０の側部から延出して基端
部に超音波観測装置３の信号処理部に着脱自在に接続さ
れる超音波用コネクタ９１を備えた超音波コード９とで
主に構成されている。
【００１３】挿入部１０は先端側から順に、硬質な部材
で形成された先端硬性部１１、上下方向に湾曲自在な湾
曲部１２、細長で柔軟なシースで形成された可撓管部１
３を連接して構成されている。主操作部６０には、処置
具を挿入部１０に挿通する処置具挿入口６１が設けられ
ている。また、この主操作部６０には湾曲部１２を所望
の方向に湾曲操作する湾曲操作ノブ６２や送水の操作を
行う送水ボタン６３、吸引を行う吸引ボタン６４等が設
けられている。
【００１４】図２に示すように、先端硬性部１１には、
挿入部１０の前方を観察する観察光学系（イメージガイ
ド３２とライトガイド３３）と、処置具を突没させる処
置具導出口１４１と、前記挿入部長手軸方向に対して垂
直方向に超音波を送受信する超音波送受信手段（超音波
探触子５０）と、が設けられている。また、先端硬性部
１１は、超音波を透過する部材で形成され、前記超音波
送受信手段を内包する超音波送受信窓部（先端キャップ
２０）と、この超音波送受信窓部に並設され、前記観察
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光学系を内蔵する支持部８０と、この支持部８０の先端
側に設けられ、前記超音波送受信窓部と支持部８０とを
係合する先端カバー４０と、を備え、前記処置具導出口
１４１を前記支持部８０よりも基端側に設けている。
【００１５】この場合、支持部８０は、支持部材１０１
の先端側に設けられ、支持部材１０１の基端側には湾曲
部１２とほぼ同径の基端側円柱部１０２が設けられてい
め・この基端側円柱部１０２の外周面には処置具導出口
１４１を形成している。先端硬性部１１の先端面には、
先端凸部３６０が形成され、この先端凸部３６０にイメ
ージガイド３２とライトガイド３３が設けられている。
【００１６】このような構造により、超音波内視鏡１
は、挿入部１０の前方の観察対象を観察する観察窓（イ
メージガイド３２とライトガイド３３）を挿入部先端面
に設け、前記挿入部長手方向に対して垂直方向に超音波
を送受信する超音波送受信手段（超音波探触子５０）を
前記観察光学窓の基端側に配設し、前記観察対象に処置
を加えるための処置具を前記挿入部から突沈させるため
の処置具導出口１４１を前記超音波送受信手段の基端側
に前記超音波送受信手段から離間させて設けている。
【００１７】図３及び図４は図１の超音波内視鏡１の先
端硬性部１１の拡大図を示し、図３（ａ）は正面図、図
３（ｂ）は側面図（ｂ）、図４は上面図である。図５は
図３（ａ）のＡ－Ａ線断面図、図６は図３（ａ）のＢ－
Ｂ線断面図、図７は図６のＣ－Ｃ線断面図、図８は図６
のＤ－Ｄ線断面図である。図３（ａ）と図１１に示すよ
うに、支持部８０の先端部には先端凸部３６０が形成さ
れ、その先端面にはイメージガイド３２とライトガイド
３３が配置されている。
【００１８】先端凸部３６０には先端カバー４０が係合
するように取り付けられている。先端カバー４０の先端
面には先端カバー４０を支持部８０に固定する固定ビス
３８が配置される座ぐり部４１，先端凸部３６０が係入
させる位置決め透孔４２、先端キャップ２０の先端部の
凸部２０１が係入させる透孔３０が形成されている。図
１３，図１４参照
図３（ｂ）に示すように、支持部材１０１の先端側の一
部には、先端キャップ２０とほぼ平行に突出した柱状の
支持部８０が形成され、その支持部８０は湾曲部１２の
湾曲方向と一致しない位置に設置されている。即ち、湾
曲部１２の湾曲方向が上下であれば、左右方向に支持部
８０に配置される。支持部８０には図３（ａ）に示した
イメージガイド３２とライトガイド３３からなる観察光
学系のみが内包されている。超音波探触子５０は挿入部
長手軸方向に対して垂直方向に超音波を出射しラジアル
走査するが、支持部８０のうち、超音波探触子５０から
出射される超音波が当たる部分には、吸音作用を有する
吸音シート（ウレタンゴム、フェライトゴム等）８２が
貼られ、先端キャップ２０との隙間を埋め超音波の乱反
射を防止している。先端キャップ２０の中部には超音波



(4) 特開２００１－３２７５０３

10

20

30

40

50

5
伝達媒体３１を注入している。
【００１９】図４に示すように、先端硬性部１１におけ
る指示部材１０１の支持部８０の先端側側方には、固定
ビス取り付け部１０３が設けられ、この固定ビス取り付
け部１０３に先端カバー４０が取り付けられている。図
５に示すように、固定ビス３８は、超音波走査範囲を妨
げないように支持部８０に設けられた固定ビス取り付け
部１０３に先端カバー４０を狭み込むように螺合され
る。
【００２０】図６に示すように、先端キャップ２０は超
音波透過性に優れたポリエチレン、ポリメチルペンテン
等のプラスチック材料で形成されている。この先端キャ
ップ２０の内部にはフレキシブルシャフト２１によって
回転し、超音波を挿入部長手軸方向に対して垂直な方向
に出射してラジアル走査を行う超音波探触子５０が配設
されている。
【００２１】超音波探触子５０は、図１に示した副操作
部７０に配設されたサーボモータ等の回転駆動源から延
在する回転自在なフレキシブルシャフト２１と、このフ
レキシブルシャフト２１の先端に固定されたハウジング
５１と、このハウジング５１がフレキシブルシャフト２
１の回転力によって滑らかに回転するように保持する軸
受け部５４と、先端キャップ２０内とガイドチューブ２
７内との水密を保持するＯリング３４等で構成されてい
る。
【００２２】先端キャップ２０の凸部２０１には、流動
パラフィン、水、カルボキシルメチルセルロース水溶
液、ＫＹゼリー等の超音波伝達媒体３１を注入するため
の媒体注入孔４３が形成されている。媒体注入用貫通孔
４３にはＯリング４７を外周面に配置した開口閉塞ネジ
４８が配置されている。
【００２３】一方、先端硬性部１１の基端側において、
処置具挿通用チャンネル３５は、体液の吸引や体腔内へ
処置具を案内する管であり、図１に示した処置具挿入口
６１が入れ口となり、支持部材１０１の基端側円柱部１
０２の外周面に開口する処置具導出口１４１が出口とな
っている。
【００２４】図７に示すように、挿入部１０内には処置
具挿通用チャンネル３５や体腔内を照明するライトガイ
ド３３、体腔内の観察を行うためのイメージガイド３
２、ガイドチューブ２７に覆われ超音波探触子５０を回
転させるフレキシブルシャフト２１、湾曲部２を上・下
に湾曲させるためのアングルワイヤ８８等が設けられて
いる。
【００２５】また、図６に示すように、支持部材１０１
には超音波探触子５０のハウジング５１の後方側に設け
た２つの軸受け部５９の間に設けられたスペーサ５８に
連通する図８に示す第１の潤滑油穴１９が形成されてい
る。図８に示すように、第１の潤滑油穴１９には超音波
探触子５０の挿入部長手軸方向の進退を規制するため、
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スペーサ５８の切り欠き部５７に嵌合するピン８９１を
備えた抜け止めネジ８９が螺合固定されるようにように
なっている。
【００２６】図９は図６のフレキシブルシャフト２１が
内挿されているガイドチューブ２７の基端部を示す断面
図である。図９に示すように、フレキシブルシャフト２
１が内挿されているガイドチューブ２７の基端部は、主
操作部６０に設けた潤滑油用ブロック６１０から突出す
る接続部６１１に外嵌されており、締め付けゴム６１２
を設けた締め付けネジ部材６１３を潤滑油用ブロック６
１０に螺合することにより、締め付けゴム６１２がガイ
ドチューブ２７を押圧して接続部６１１にガイドチュー
ブ２７を押圧固定するようになっている。
【００２７】また、潤滑油用ブロック６１０にはフレキ
シブルシャフト２１の後端部に固定された軸部６１９が
挿通するシャフト挿通口６１４が形成されており、シャ
フト挿通口６１４の中途部には第２の潤滑油穴６１５が
連通している。第２の潤滑用穴６１５にはＯリング６１
６を配置したシールネジ６１７が螺合固定されるように
なっている。
【００２８】さらに潤滑油用ブロック６１０の接続部６
１１の反対側にはフレキシブルシャフト２１の後端部に
固定された軸部６１９を受ける軸受け部６１８、軸部６
１９を介して潤滑油が流れ出るのを防止する水密リング
６２１、軸受け部６１８を潤滑油用ブロック６１１に固
定する押えネジ６２２が設けられている。
【００２９】そして、図８に示した抜け止めネジ８９と
シールネジ６１７を外した状態にして、一方の潤滑油穴
１９（または６１５）から潤滑油を注入する一方、他方
の潤滑油穴６１５（または１９）から潤滑油を吸引する
ことによって、ガイドチューブ２７内に潤滑油を充填す
ることができるようになっている。これにより、ガイド
チューブ２７内にはフレキシブルシャフト２１とガイド
チューブ２７の内周面との摺動性を良好にする潤滑油が
充填されている。
【００３０】図１０は図６の超音波探触子５０を示す拡
大図である。図１０に示すように、ハウジング５１には
フェライト入りのポリクロロブレンゴムやタングステン
粉末入りのエポキシ樹脂等で形成した超音波吸収体であ
るバッキング材５２、ジルコン酸チタン酸塩またはチタ
ン酸塩等の平板状の圧電素子５３、エポキシ樹脂で形成
した凹レンズ形状の音響レンズ５４が接着剤５５によっ
て固設されている。符号５６は図６に示したフレキシブ
ルシャフト２１内を挿通して超音波探触子５０と図１に
示した超音波観測装置３とを電気的に接続して超音波駆
動信号や受信信号を伝送する信号線である。
【００３１】図１１及び図１２は先端硬性部１１の構成
要素である支持部材１０１を示し、図１１（ａ）は平面
図、図１１（ｂ）は側面図、図１２は正面図である。図
１３は先端カバー４０の詳細を示す正面図、図１４
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7
（ａ）は図１３のＥ－Ｅ断面図、図１４（ｂ）は図１３
のＦ－Ｆ断面図である。
【００３２】図１１（ａ），（ｂ）に示すように、支持
部８０の先端部には先端凸部３６０が形成され、この先
端凸部３６０の先端に先端面３６１が形成されている。
支持部８０の先端凸部３６０に連続する部分には、側方
に向けて固定ビス取り付け部１０３が形成されている。
支持部８０の基端側には、基端側円柱部１０２か形成さ
れている。
【００３３】図１２に示すように、支持部８０の先端凸
部３６０の先端面には先端面３６１が形成され、その先
端面３６１にはイメージガイド３２とライトガイド３３
が配置されている。図１３に示すように、先端カバー４
０には、図１４（ａ）に示す位置決め透孔４２及び透孔
３０と、図１４（ｂ）に示すは座ぐり部４１を設けるス
ペースを残し、極力先端面積を小さくするための面取り
部１００が形成されている。
【００３４】（作用）このような超音波診断装置は、接
眼部７を覗いて体腔内を観察しながら超音波内視鏡１の
挿入部１０を目的部位に向けて挿入していく。そして、
挿入部１０の先端硬性部１１に配置されている先端キャ
ップ２０が目的部位に到達した時、処置具挿通用チャン
ネル３５から体腔内に脱気水を注入し、脱気水を充満さ
せる。そして超音波走査を行うため、超音波観測装置３
から超音波探触子５０へ高電圧パルスの送信を開始する
とともに、副操作部７０内のモータを駆動させる。そし
て、モータによりフレキシブルシャフト２１が回転を開
始し、送信された高電圧パルスによって超音波振動子５
０が励振されて超音波を出射する。
【００３５】フレキシブルシャフト２１の回転によって
ハウジング５１が回転し、超音波探触子５０から挿入部
長手軸方向に対して垂直な方向に出射された超音波は、
先端キャップ２０を通過して生体内に伝播されて挿入部
長手軸方向に対して垂直な方向に超音波を出射してラジ
アル走査を開始する。
【００３６】しかしながら、先端キャップ２０とほぼ平
行に突出した柱状の支持部８０に設けた吸音シート８２
により先端キャップ２０を通過した超音波は吸音され
る。その結果、図２の斜線に示すような超音波走査範囲
を有する。診断終了後は、体腔内に充満させた脱気水を
処置具挿通用チヤンネル３５から吸引した後体腔外へ抜
去する。
【００３７】（効果）このような実施の形態によれば、
挿入部１０の先端硬性部１１の先端面に観察光学系を設
けたため、体腔内への挿入が容易に行える。また、前記
処置具導出口１４１を前記支持部８０よりも基端側に設
け、支持部８０内に観察光学系のみ配置させている。こ
れにより、支持部８０の面積を小さくでき、超音波走査
範囲の遮断部を少なくすることができる。これにより、
挿入部１０の先端硬性部１１に処置具導出口１４１を設
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けるとともに、挿入部前方の視野を確保しながら広範囲
な超音波画像を得ることができ、従来の直視超音波内視
鏡よりも多くの情報を入手可能になる。これに加えて、
先端カバー４０に面取り部１００を設けたため、先端が
細径になり体腔内への挿入性が向上している。
【００３８】図１５及び図１６は本発明の第２の実施の
形態に係り、図１５は超音波内視鏡１の先端硬性部を示
す斜視図、図１６は超音波内視鏡の先端硬性部を示す正
面図である。図１５に示すように、本実施の形態では、
処置具の突没方向が前記挿入部１０の長手軸に略平行
で、突出した前記処置具が超音波送受信手段の超音波走
査範囲と交差する位置に処置具導出口２４１を設けてい
る。具体的には、支持部８０の基端側円柱部１０２の先
端面２４０における超音波探触子５０の所定間隔を置い
た隣に処置具導出口２４１を設けている。
【００３９】この場合、図１６に示すように、処置具導
出口２４１は、この処置具導出口２４１から突出させた
処置具等が先端カバー４０に突き当らないよう面取り部
１００を通るように設けている。その他の構成は図１乃
至図１４に示した実施の形態実施例と同じである。
【００４０】（作用）処置具導出口２４１から突出させ
た処置具等は超音波探触子５０による超音波走査範囲を
横断し、先端カバー４０の面取り部１００を抜けて挿入
部前方へ進退する。
【００４１】（効果）このような発明の実施の形態によ
れば、挿入部１０の先端面に観察光学系を設けるととも
に、前記処置具導出口２４１を基端側円柱部１０２の先
端面２４０側に設け、支持部８０内に観察光学系のみ配
置させているので図１の実施の形態と同様の効果が得ら
れるとともに、処置具導出口２４１から突出させた処置
具等は超音波走査範囲を横断するため、処置具等が処置
具導出口２４１より突出されたことが超音波画像で確認
可能となり、内視鏡像のブラインド部を超音波画像で確
認可能なため処置具等の操作性がさらに向上する。
【００４２】［付記］以上詳述したような本発明の上記
実施形態によれば、以下の如き構成を得ることができ
る。
【００４３】（１）  挿入部の前方の観察対象を観察す
る観察窓を挿入部先端面に設け、前記挿入部長手方向に
対して垂直方向に超音波を送受信する超音波送受信手段
を前記観察光学窓の基端側に配設し、前記観察対象に処
置を加えるための処置具を前記挿入部から突沈させるた
めの処置具導出口を前記超音波送受信手段の基端側に前
記超音波送受信手段から離間させて設けたことを特徴と
する超音波内視鏡。
【００４４】（２）  挿入部の先端硬性部に、該挿入部
前方を観察する観察光学系と、処置具を突没させる処置
具導出口と、前記挿入部長手軸方向に対して垂直方向に
超音波を送受信する超音波送受信手段とを設けた超音波
内視鏡において、超音波を透過する部材で形成され、前
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記超音波送受信手段を内包する超音波送受信窓部と、こ
の超音波送受信窓部に並設され、前記観察光学系を内蔵
する支持部と、この支持部の先端側に設けられ、前記超
音波送受信窓部と支持部とを係合する先端カバーと、を
備え、前記処置具導出口を前記支持部よりも基端側に設
けたことを特徴とする超音波内視鏡。
【００４５】（３）  挿入部の先端硬性部に、該挿入部
前方を観察する観察光学系と、処置具を突没させる処置
具導出口と、前記挿入部長手軸方向に対して垂直方向に
超音波を送受信する超音波送受信手段とを設けた超音波
内視鏡において、超音波を透過する部材で形成され、前
記超音波送受信手段を内包する超音波送受信窓部と、こ
の超音波送受信窓部に並設され、前記観察光学系を内蔵
する支持部と、この支持部の先端側に設けられ、前記超
音波送受信窓部と支持部とを係合する先端カバーと、を
備え、前記処置具の突没方向が前記挿入部長手軸に略平
行で、突出した前記処置具が前記超音波送受信手段の超
音波走査範囲と交差する位置に処置具導出口を設けたこ
とを特徴とする超音波内視鏡。
【００４６】（４）  前記先端カバーに極力先端面積を
小さくするための面取り部を形成したことを特徴とする
付記２または３に記載の超音波内視鏡。
【００４７】
【発明の効果】以上述べた様に請求項１乃至３に記載の
発明によれば、挿入部の先端硬性部に処置具を設けると
ともに、挿入部前方の視野を確保しながら広範囲な超音
波画像を得ることができるので、超音波内視鏡の操作性
を向上することができる。
【００４８】また、請求項３に記載の発明によれば、処
置具導出口から突出させた処置具は超音波走査範囲を横
断するため、処置具が処置具導出口より突出されたこと
が超音波画像で確認可能となり、内視鏡像のブラインド
部を超音波画像で確認可能なため処置具の操作性がさら
に向上する。 *
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*【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る超音波診断装
置の概略構成を示す説明図。
【図２】図１の超音波内視鏡の先端硬性部の斜視図。
【図３】図１の超音波内視鏡の先端硬性部の正面図及び
側面図。
【図４】図１の超音波内視鏡の先端硬性部の上面図
【図５】図３のＡ－Ａ線断面図。
【図６】図３のＢ－Ｂ線断面図。
【図７】図６のＣ－Ｃ線断面図。
【図８】図６のＤ－Ｄ線断面図。
【図９】図６のフレキシブルシャフトが内挿されている
ガイドチューブの基端部を示す断面図。
【図１０】図６の超音波探触子を示す拡大図。
【図１１】図２の支持部材を示す平面図及び側面図。
【図１２】図２の支持部材を示す正面図。
【図１３】図２の先端カバーの詳細を示す正面図。
【図１４】図１３のＥ－Ｅ断面図及びＦ－Ｆ断面図。
【図１５】本発明の第２の実施の形態に係る超音波内視
鏡の先端硬性部を示す斜視図。
【図１６】図１５の超音波内視鏡の先端硬性部を示す正
面図。
【符号の説明】
１          …超音波内視鏡
１１        …先端硬性部
２０        …先端キャップ
３２        …イメージガイド
３３        …ライトガイド
４０        …先端カバー
５０        …超音波探触子
８０        …支持部
１０１      …支持部材
１４１      …処置具導出口

【図３】 【図４】
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并获得宽范围超声图像，同时确保插入部分前方的视野。 解决方案：远
端刚性部分11设置有用于观察插入部分的前部的观察光学系统（图像，
用于在垂直于插入部分长轴方向的方向上发送和接收超声波的超声波发
送/接收装置）接触构件50.远端刚性部分11由发射超声波的构件形成，并
包括包括超声波发送/接收装置的超声波发送/接收窗口部分（端盖20），
支撑部分80，其与声波发送/接收窗口部分并联设置并且包括观察光学系
统，远端盖40设置在支撑部分80的远端侧并且接合超声波发送/接收窗口
部分和支撑部分80并且，处理器引出口141设置在支撑部80的基端侧。
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